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「トラック運転者の長時間労働改善に
向けたポータルサイト」に新コンテン

ツ追加
トラック運転者の長時間労働改善に向けた「発荷主」向けの周知用動画と、簡単に施策

などが確認できるイラストコンテンツを掲載しました

　厚生労働省は、12月４日、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に、２
つのコンテンツを追加しました。今回新たに加わったのは、「発荷主」企業向けの周知用動画「今
こそ始めてみませんか︖トラック運転者のために、『発荷主』ができること。」（※）と、トラッ
ク運転者の長時間労働改善につながる施策などをイラストから簡単に確認できる「始めてみよう改
善活動」です。
　　（※）「着荷主」企業向けの動画も、本ポータルサイトで来年２月に公開予定です︕

　トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあります。その背景には、貨物運
送における取引慣行など、トラック運送事業者の努力だけでは改善が困難であり、荷主企業との協
力が重要となる問題が存在しています。そこで、このポータルサイトでは、貨物を運送するトラッ
ク運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取り組み、施策などを、一般の方や荷主企業、
トラック運送事業者などに向けて発信しています。

　厚生労働省では、ポータルサイトの運営などを通じて、今後もトラック運転者の長時間労働の改
善に向けた取り組みを行っていきます。

■新コンテンツ
　（１）周知用動画
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　　「今こそ始めてみませんか︖トラック運転者のために、『発荷主』ができること。」
　　・対象︓発荷主企業
　　・内容︓発荷主企業とトラック運送事業者が、トラック運転者の長時間労働改善のために「ど
のように協力しあい、具体的な取組を進め、双方がメリットを得ながら、問題を解決していくの
か」を、ドラマ形式（アニメーション）で再現しました。

　（２）イラストコンテンツ
　　「始めてみよう改善活動」
　　・対象︓荷主企業、トラック運送事業者、一般の方
　　・内容︓サプライチェーンのイラストをクリックするだけで、トラック運転者の長時間労働改
善につながる施策候補などが簡単にわかります。

■トップ画面のイメージ

■「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/
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令和元年 10 月 31 日 
 
 

道路貨物運送業の事業場に対する労働時間等説明会実施要綱 
 
 

１．趣旨 
   自動車運転の業務に関しては、働き方改革の取り組みを進める中、時間外労働の上限

規制の適用が令和６年（2024 年）３月 31 日まで猶予されており、これまで、労働基準

法第 36 条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準が適用されてい

なかったことから、適用猶予期間中の長時間労働削減に関する自主的な取組が重要であ

る。そのため、厚生労働省は、業界団体の協力の下、改正労基法等の内容を含む労働時

間に関する法制度等の周知、理解の促進に向けた貨物運送業に対する労働時間等説明会

を開催し、自主的な取組を促進するとともに、その他の支援を行う。 
 
２．道路貨物運送業の事業場に対する労働時間等説明会（以下、「説明会」という。）の対象 

 原則として、一般社団法人宮崎県トラック協会（以下、「トラック協会」という。）の

会員企業とする。 
 
３．説明会の対象者  

説明の内容を考慮し、原則として、企業の労務管理等の実務担当者を主たる対象とす

るが、必要に応じ役員、実務に精通した事務担当者の出席も可とする。 
 
４．事務局 
  （１）説明会の実施主体である宮崎、延岡、都城の各労働基準監督署に事務局をおく。 
  （２）事務局は、本要綱に基づき、連携・調整役、トラック協会、国土交通省九州運輸

局宮崎運輸支局（以下、「宮崎運輸支局」という。）と調整の上、説明会を実施する。 
 
５．連携・調整役 
 （１）連携・調整役は、トラック協会の事務局長とする。 
（２）連携・調整役は、トラック協会の各支部長に事務の一部を行わせることができる。

（３）連携・調整役は、事務局とトラック協会の調整を行い、説明会の開催を対象事業        

場に周知する等必要な協力を行う。また、連携・調整役は、対象事業場から長時間

労働削減に関する相談があった際には、管轄の労働基準監督署等を紹介する等、対

象事業場による自主的な取組の促進に努める。 
（４）宮崎労働局、各労働基準監督署は、連携・調整役に対して情報提供等必要な支援

を行う。 
 
 
 



６．説明会の実施時期 
 本要綱に基づき、令和元年 11 月以降に実施することとし、令和２年３月までの期間を

目途に実施することを目指すが、未実施の場合は令和２年４月以降に実施することも可能

とする。 
 

７．説明会の対象単位・場所 
  （１）別紙一覧表のトラック協会の支部について、中央北支部と中央南支部、県北支部、

都城支部の３つの単位を対象に説明会を実施することとする。 
（２）事務局に係る労働基準監督署の担当者（以下、「監督署担当者」という。）は、ト

ラック協会の各支部担当者と協議の上、説明会の実施場所を選定する。 
 

８．説明会の内容、構成、目安とする所要時間について 
  （１）労働基準監督署による説明（約１時間程度） 
    ①労働基準法の労働時間制度について 

②時間外労働に関する上限規制と適用猶予について（自動車運転者とそれ以外の職

種における法律の適用の違いを含む） 
    ③年次有給休暇の５日付与義務について 
    ④その他 
  （２）宮崎運輸支局による説明（約 20 分） 
    ①貨物自動車運送業の働き方改革の推進について 
  （３）宮崎労働局雇用環境・均等室による説明（約 30 分） 
    ①働き方改革の推進について 

（４）質疑応答 
（５）（２）と（３）の説明は、調整がつかない場合には関係資料の配付のみとするこ

とができる。 
 
９．説明会実施の調整、周知について 
  （１）説明会実施に係る日程、時間等詳細について、監督署担当者はトラック協会の支

部担当者と協議した結果を宮崎運輸支局及び宮崎労働局雇用環境・均等室の担当者

に通知する。その結果をもとに、監督署担当者は対象事業場に対して説明会の実施

について文書で通知する。 
 （２）トラック協会の支部担当者は、対象事業場に対して説明会の周知、参加勧奨を行

うこととする。 
（３）説明会に欠席した事業場の対応については、欠席した企業の参加希望状況等を踏

まえ、必要に応じ、監督署担当者は追加説明会の実施の有無についてトラック協会

の支部担当者と検討する。 
 
10．トラック協会の会員企業以外の企業への対応について 
  （１）令和元年度においては、２．のとおりトラック協会の会員企業を対象として説明

会を実施する。 



  （２）令和２年度以降については、令和元年度の説明会の実施状況等を踏まえつつ、ト

ラック協会の非会員企業に対する説明会の実施を検討する。 
以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 
 

一般社団法人宮崎県トラック協会に係る支部一覧 
 

支部名 事務所所在地 会員企業数 管轄監督署 

中央北支部 880-8519  
宮崎市恒久１丁目７番 21 144 社 宮崎署 

中央南支部 880-8519  
宮崎市恒久１丁目７番 21 

73 社 宮崎署 

日南署 

県北支部 883-0062  
日向市日知屋 4726-6 

93 社 延岡署 

都城支部 885-0004  
都城市都北町 5068-2 

130 社 都城署 

平成 31 年４月１日現在計 440 事業者。 
 


